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健康保険の被扶養者認定は令和８年４

月から労働契約内容で年間収入を判定 

 

健康保険の被扶養者としての届出に係

る者（以下「認定対象者」という。）の年

間収入については、認定対象者の過去の収

入、現時点の収入または将来の収入の見込

みなどから、今後１年間の収入の見込みに

より判定されていましたが、令和８年４月

からは、就業調整対策の観点から、被扶養

者認定の予見可能性を高めるため、次のと

おり、労働契約段階で見込まれる収入を用

いて被扶養者の認定を行うこととされま

した。 

◆労働契約で定められた賃金（労働基準法

第 11 条に規定される賃金をいい、諸手

当および賞与も含まれる。）から見込ま

れる年間収入が 130 万円（認定対象者

が 60 歳以上の者である場合または概ね

厚生年金保険法による障害厚生年金の

受給要件に該当する程度の障害者であ

る場合にあっては、180 万円。認定対

象者（被保険者の配偶者を除く。）が 19

歳以上 23 歳未満である場合にあっては

150 万円）未満であり、かつ、他の収

入が見込まれず、 

(1) 認定対象者が被保険者と同一世帯

に属している場合には、被保険者の年

間収入の２分の１未満であると認め

られる場合 

(2) 認定対象者が被保険者と同一世帯

に属していない場合には、被保険者か

らの援助に依る収入額より少ない場

合 

には、原則として、被扶養者に該当する

ものとして取り扱う。 

◆労働契約の内容によって被扶養者の認

定を行う場合は、労働基準法第 15 条の

規定に基づき交付される「労働条件通知

書」（以下「通知書」という。）等の労働

契約の内容が分かる書類の添付および

当該認定対象者に「給与収入のみであ

る」旨の申立てを求めることにより確認

する。具体的には、通知書等の賃金を確

認し、年間収入が 130 万円未満（一定

の場合は 180 万円または 150 万円未

満）である場合には、原則として被扶養

者として取り扱う。なお、労働契約の更

新が行われた場合や労働条件に変更が

あった場合（以下「条件変更」という。）

には、当該内容に基づき被扶養者に係る

確認を実施することとし、条件変更の都

度、当該内容が分かる書面等の提出を求

める。 

【厚労省「労働契約内容による年間収入が

基準額未満である場合の被扶養者の認定

における年間収入の取扱いについて」】 

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/

tsuchi/T251006S0060.pdf 

 

外国人労働者に人事・労務を説明す

る際に役立つ支援ツール 

 

 日 本 の 法 制 度 や 雇 用 慣 行 は 外 国 人 労 働

者 に と っ て は 馴 染 み の な い こ と も 少 な く
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あ りませ ん 。 そのた め 、 厚生 労働 省 から 、

職 場 の ル ー ル を 理 由 や 背 景 も 含 め て 説 明

し、理解を深めてもらうことを目的とした

支援ツールが出されています。 

◆『外国人社員と働く職場の労務管理に使

えるポイント・例文集』 

採用、賃金、労働時間といった９つのテ

ーマをあげ、雇用管理で実際に想定される

場面ごとに、①外国人社員に説明する前に

読んで理解しておくとよいポイント、②実

際 に 外 国 人 の 方 に そ の ま ま 話 し た り 見 せ

たりできるよう「やさしい日本語」による

説明の例が紹介されています。例えば、採

用 後 に 労 働 者 が 提 出 す る 書 類 に つ い て 、

｢日本 では 、 あ な たに代 わ って 会 社が 税 金

や保険の計算をします。あなたのためにし

ますから、必要な情報を会社に教えてくだ

さい。｣とルビつきで示されています。 

◆雇用管理に役立つ多言語用語集 

人事・労務の場面でよく使用する労働関

係、社会保険関係の用語約 420 語につい

て 、定義 ・ 例 文を検 索 で きる 用語 集 です 。

やさしい日本語のほか、９言語（英語、韓

国 語、中 国 語 （簡・ 繁 ）、 タガ ロ グ語 、 ベ

トナム語、ネパール語、ポルトガル語、ス

ペイン語、インドネシア語、カンボジア語、

タイ語、ミャンマー語、モンゴル語）に対

応しています。 

就 業 規 則 な ど を 外 国 人 労 働 者 に 説 明 す

る際、理解が難しそうな用語などを検索し

て、翻訳を提示したり、外国人社員本人が、

人事・労務用語の入社前の学習や辞書とし

て 活 用 し た り す る こ と が 想 定 さ れ て い ま

す。 

【厚労省「外国人の方に人事・

労 務 を 説 明 す る 際 に お 困 り

ではないですか？」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakun

itsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/ji

gyounushi/tagengoyougosyu.html 

【厚労省「外国人労働者の安全衛生管理」】 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakun

itsuite/bunya/0000186714.html 

 

 

高齢者雇用のマインドセットを見直

そう 

 

◆義務対応を超えた戦略的アプ

ローチ 

2025 年３月で 65 歳までの雇用確保義

務の経過措置が終了し、すべての企業で完

全実施が求められています。しかし、高年

齢 者 の 継 続 雇 用 に つ い て は 多 く の 企 業 が

「仕方なく雇用継続する」という後ろ向き

の発想（福祉的雇用）に留まっているのが

現実で、これは大きな機会損失です。 

高 齢 者 が 持 つ 豊 富 な 経 験 と 知 識 を 適 切

に活用し、組織の貴重な資産とするために

効果的なアプローチは「役割の再定義」で

す。従来の業務をそのまま継続させるので

はなく、高齢者の強みを活かせる新しい役

割を創出します。例えば、技術継承のメン

ター役、新人教育の指導者、顧客との長期

的関係構築の担当者などです。 

◆世代間連携で生産性を向上させる 

高齢者雇用成功の鍵は「世代間連携」に

あります。若手の斬新なアイデアとベテラ

ンの経験を組み合わせることで、相乗効果

を生み出せます。 

具 体 的 な手法 に は 、「 リバ ー ス メ ンタリ

ング」があります。ＩＴスキルは若手が高

齢者に教え、業界知識や顧客対応のコツは

高 齢 者 が 若 手 に 伝 授 す る と い っ た 双 方 向

の学習システムです。仕事に必要な情報を

お 互 い に 提 供 し 合 え る 関 係 性 が 構 築 さ れ

ることで、知識の共有はもちろん、アイデ

アの活性化にもつながり、業務の改善・効

率化にも有益です。 

これからは“高齢労働者”ではなく、「ノ

ウハウ人材」や「後継育成人材」という認

識に改めたほうがよいでしょう。高齢者雇

用は「コスト」ではなく「投資」だという

経営者の意思表示も重要です。 

制度設計や運用面では、年齢に応じた労

働条件の設定、安全衛生管理、労働時間の

配慮など、高年齢者雇用安定法に基づく適

切な対応が求められます。法的リスクを回

避 し な が ら 効 果 的 な 高 齢 者 活 用 を 実 現 し

ましょう。 


